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第１章 研究戦略企画会議 

（設置） 

第１条 国立大学法人東北大学（以下「本学」という。）に、研究戦略企画会議（以下「企

画会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 企画会議は、国内外の研究活動の動向及び社会の要請を踏まえ、本学の研究戦略を

企画し、及び策定することを任務とする。 

（組織） 

第３条 企画会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 総長が指名する理事又は副学長 

二 総長が指名する総長補佐 

三 総長が指名する副理事又は総長特別補佐 

四 その他委員長が必要と認めた者 若干人 

（委員長及び副委員長） 

第４条 企画会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第１号に掲げる委員のうち

から総長が指名する者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。 

２ 委員長は、企画会議の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（委嘱） 

第５条 第３条第４号に掲げる委員は、総長が委嘱する。 

（任期） 

第６条 第３条第４号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は、再任されることができる。 

第２章 研究推進審議会 

第７条 企画会議に、本学の研究に係る全学的な方針、戦略及び研究力の強化に係る事項に



ついて審議し、並びに関係部局間の連絡調整を行うため、研究推進審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会の組織及び運営については、別に定める。 

第３章 プロジェクト推進委員会 

（プロジェクト推進委員会の設置） 

第８条 企画会議に、本学の全学的又は部局横断的な研究プロジェクトの推進に係る事項

について協議し、企画立案し、及び関係部局間の連絡調整を行うため、プロジェクト推進

委員会を置く。 

２ プロジェクト推進委員会の組織及び運営等ついては、別に定める。 

第４章 雑則 

（庶務） 

第９条 企画会議の庶務は、研究推進部において処理する。 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、企画会議の運営等に関し必要な事項は、企画会議

が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成１３年１０月１日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に委嘱される第３条第４号から第６号まで及び第８号、第８条

第２号から第５号まで、第１３条第１号から第３号まで、第５号及び第１２号に掲げる委

員並びに第１８条第３項に規定する専門委員の任期は、第６条第１項本文、第１１条第１

項本文、第１６条第１項本文及び第１８条第４項本文の規定にかかわらず、平成１５年３

月３１日までとする。 

３ 東北大学原子理工学委員会規程（昭和４１年規第２４号）は、廃止する。 

   附 則（令和５年３月２９日規第６７号改正） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


